
千葉県における動物愛護管理行政と

社会福祉行政の連携の現状について

令和８年２月８日
令和７年度千葉県動物愛護セミナー
千葉県健康福祉部衛生指導課

本日の内容

１．多頭飼育問題の概要

２．社会福祉と動物愛護管理の多機関連携に向けた
アンケート結果

３．現時点のとりまとめ

多頭飼育問題が生じる社会的背景は様々

（人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策ガイドライン（環境省）より抜粋）

経済的困窮やライフステージの変化により
深刻な生活困窮が生じる可能性が高まる。

これらの原因によって生じる 地域社会の抱
える諸問題の１つとして多頭飼育問題がある。

根本的な解決は難しく再発しやすい
対症療法的な対応だけではなく、

根本的な原因に対し継続的に働きかけることが重要

多頭飼育問題
• 多数の動物を飼養し以下の3つの影響のいずれか、

もしくは複数が生じている状況
① 飼い主の生活状況の悪化
② 動物の状態の悪化
③ 周辺の生活環境の悪化

動物愛護管理の観点だけで解決が図れるものではない
社会福祉分野と連携して、地域の課題として対策を講じることが重要
飼い主との信頼関係を構築することが解決につながる。

飼い主行政職員
飼い主が信頼してい
る親族、近隣住民、
社会福祉関係者

間に入ってもらうことで、円滑に
コミュニケーションを図れる。

定期訪問
継続訪問

気にかけて
いるという
メッセージ

飼い主と
の約束を
守る

多頭飼育問題への対応

動物愛護管理部局及び
社会福祉部局※で情報共有



社会福祉と動物愛護管理の
多機関連携に向けた
アンケート結果

(一部抜粋)

アンケートの目的

目的

社会福祉と動物愛護管理の多機関連携の一層の推進に向け、

関係部局等における「動物の問題」の探知及び連携に関する
現状把握 並びに

県の「動物の問題」の相談窓口の周知

対象地域

千葉市、船橋市及び柏市を除く千葉県全域

対象部局
１ 動物関係部局

（１）各保健所及び動物愛護センター

（２）市町村狂犬病予防担当課

２ 社会福祉関係部局等

人、動物、地域に向き合う多頭飼育対策

ガイドライン

「表４ 関連する社会政策分野と関係する
行政機関等」に掲げる

行政機関 及び 民間機関 並びに
市町村重層的支援体制整備事業主管部局



回答のあった機関は２６７機関で内訳として「居宅介護支援事業所」が最も多く８９機関（３３．３
％）、次いで「その他」４４機関（１６．５％）、「行政機関（市町村）」４３機関（１６．１％）
であった。

回答機関

福祉関連機関向けアンケ―ト結果

その他の内容
地域包括支援センター、認知症初期集中支援チーム、生活困窮者自立相談支援事業所、市からの業務委託、基幹相談支援セ
ンター、通所介護事業所、障害者支援施設、就労継続支援B型事業所、社会福祉協議会

市町村社会福祉協
議会

民生委員 その他

系列

回答数

支援対象者の内訳は「高齢者」が２００機関（７４．９％）と最も多く、次いで「身体、知的又
は精神障害者」が６５機関（２４．３％）「生活困窮者」６３機関（２３．６％）であった。

支援対象者の内訳（複数回答可）

その他の内容
生活保護相談者・生活保護受給者、事業者、生活保護受給者、障害を持つ子の親、主な支援業務の窓口は管内市である、子どもの保
護者、生活保護者、ひとり親家庭、DV被害者、認知症と思われる方、困難女性・ひとり親

高齢者
身体、知的又は精神障害

者
生活困窮者 子ども その他

系列

回答数

福祉関連機関向けアンケ―ト結果

「訪問等あり」と回答した２４９機関のうち、動物に関する何らかの問題に「遭遇した・相談を受け
た・対応した」と回答したのは２０５機関（８２．３％）であった。個別の内容では「不適切飼育事
例」「多頭飼育事例」、「施設入所等事例」、「猫の餌やり事例」が多かった。

動物に関する問題への遭遇等
福祉関連機関向けアンケ―ト結果

虐待事例（疑い含む）

犬の散歩不足事例

苦情事例

猫の餌やり事例

ある ない その他

回答数



動物に起因する事案の有無
支援対象者の関与する動物に関する問題への対応について「事案がある」と答えた機関は千葉県

では８８．２％（１５件）市町村では４４．１％（１５件）、「事案が無い」と答えた機関は千葉
県では１１，８％（２件）で市町村では５５．９％（１９件）であった。
「事案がある」と回答した全ての機関が、福祉部局やその他の機関に相談し連携、協力等を行っ

ていた。

支援対象者の関与する動物に関する問題への対応

動物関係部局向けアンケート結果

事案あり 事案無し

千葉県 88.2 11.8

市町村 44.1 55.9
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パーセント
千葉県 N=17
市町村 N=34

動物に関する問題に遭遇した際にどこにも相談
しなかった理由として、「その他」が２５機関
（４０．３％）、「どこに相談したらよいかわ
からなかった」が２０機関（３２．３％）で
あった。

動物に関する問題に遭遇等した際に１２６機関
（６２．１％）が他部署に相談していた。

遭遇していない場合の相談については集計せず。

動物に関する問題に遭遇等した際の相談等について

その他の内容
「同意が得られなかった」「本人が問題視していない」「家族、親族、友人が対応した」「相談
先は知っているが、相談先にまともに相談できる職員がいない」「まだ相談するような状態でな
いため」

動物に関する問題が発生した際の相談について 相談しなかった理由

相談した

相談しなかった

その他
回答数 ＝

どこに相談
したらよい
かわからな
かった

業務の対象ではないから（介護保険のサービス外等）

相談する時間が無かったから

その他

＝

福祉関連機関向けアンケ―ト結果

その他の内容 記載無し

回答数

千葉県動物
愛護セン

ター

保健所
（県）の動

物担当

千葉市、船
橋市又は柏
市の動物愛
護センター

その他の市
町村の動物

担当

保健所
（県）の福

祉担当

市町村の福
祉担当

社会福祉協
議会や民生

委員

支援対象者
の家族や友
人、親族等

自治会やマ
ンションの
管理組合等

動物愛護団
体や動物関
係のボラン

ティア

動物病院

ペット関連
事業者

（ペット
ショップ、
ペットホテ

ル等）

警察

相談した機関 22.8 38.2 2.9 14.7 5.9 29.4 4.3 13.3 1.8 32.4 1.5 16.9 16.9 2.2

対応した個人,組織 9.2 14.5 1.5 6.1 6.1 22.9 3.8 20.6 0.0 27.5 0.8 6.9 4.6 0.8
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動物に関する問題に遭遇等した際の相談先及び中心に対応した個人、組織

「その他」を除いたスライド番号１４、１５の結果を合わせると以下のとおりであり、相談先とし
ては「保健所（県）の動物担当者」が多いが、中心に対応した個人、組織は「動物愛護団体やボラ
ンティア」が多い結果となっている。

パーセント

福祉関連機関向けアンケ―ト結果

相談先 N＝136 対応した個人、組織 N＝131

千葉県動物
愛護セン

ター

保健所
（県）の動

物担当

その他の市
町村の動物

担当

保健所
（県）の福

祉担当

市町村の福
祉担当

社会福祉協
議会や民生

委員

支援対象者
の家族や友
人、親族等

自治会やマ
ンションの
管理組合等

動物愛護団
体や動物関
係のボラン

ティア

千葉県動物
愛護セン

ター動物愛
護推進員

動物病院

ペット関連
事業者

（ペット
ショップ、
ペットホテ

ル等）

警察 その他

相談先 60.0 26.7 86.7 26.7 86.7 33.3 26.7 6.7 26.7 0.0 6.7 0.0 66.7 6.7

対応した個人、組織 26.7 73.3 13.3 26.7 33.3 26.7 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 13.3
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支援対象者の関与する動物に関する問題についての
相談先及び中心に対応した個人、組織（千葉県まとめ）

支援対象者の関与する動物に関する問題についての相談先及び対応した個人、組織について千葉県の回
答を抜き出したところ、相談先としては「その他の市町村の動物担当」、「市町村の福祉担当」が多く、
中心に対応した個人、組織は「保健所（県）の動物担当」の回答が多かった。

パーセント

動物関係部局向けアンケート結果

N=17



回答機関の約９割がペットの適正飼養に関するパンフレット類の存在を知らなかった。

動物の適正飼養に関するパンフレット類の認知度について

福祉関連機関向けアンケ―ト結果
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ペットと暮らすシニア世代の方々へ

共に生きる 高齢ペットとシルバー世代

人、動物、地域に向き合う多頭飼養対策ガイドライン

知っている（読んだことがある） 知っている（読んだことはない） 知らなかった

N=262

N=26１

N=266

(回答数)

（87.2％）

（91.6％）

（90.8％）

市町村の回答は「人、動物、地域に向き合う多頭飼養対策ガイドライン」は「知っている（読んだことは
ないを含める）」の回答が２１件（６１．７％）であったが、その他は「知らなかった」の回答が６割を
超えていた。

動物関係部局向けアンケート結果

ペットと暮らすシニア世代の方々へ

共に生きる 高齢ペットとシルバー世代

人、動物、地域に向き合う多頭飼養対策ガイドライン

知っている（読んだことがある） 知っている（読んだことはない） 知らなかった

（ ％）

（ ％）

（ ％）

動物の適正飼養に関するパンフレット類の認知度について（市町村）

回答数

N＝３４

支援対象者の関与する動物に関する問題の発生予防、早期探知

及び再発防止のためには、動物関係部局と社会福祉関連機関等

が円滑に連携できる体制の構築が重要であることから、連携に

必要な課題を抽出の上、今後、実効性のある体制づくりに向け

て、社会福祉関連機関等との調整を速やかに進めていく必要が

あると考えています。 

現時点のとりまとめ 人、動物、地域に向き合う
多頭飼養対策ガイドライン

共に生きる 高齢ペット
とシルバー世代

ペットと暮らすシニア世代の
方々へ

千葉県動物愛護センター
公式Youtubeチャンネル

（県パンフレットのページ）

【関連パンフレット等】

動物愛護動画


